
 

2024年 1２月 

 

マイナ保険証の利用登録の解除について 

◆マイナ保険証の登録は解除できる 

12月２日からの現行の健康保険証の廃止とマイナ保険証への一本化に伴い、マイナンバーカードを取得していない方

やマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方などには、保険者から資格確認書が交付され、それ

を医療機関に提示することにより、これまでと同様に保険医療が受けられます。 

そして、いったんマイナンバーカードに健康保険証の情報をひも付けた後で、情報漏洩が不安などの理由により、その登録

を解除した方にも資格確認書が交付されます。 

当初、マイナ保険証の登録は原則として解除できないことになっていましたが、2023年に政府は、利用登録自体が任

意で行われることなどを踏まえ、登録後の解除を認めることに方針変更しました。 

 

◆マイナ保険証の登録解除の流れ 

厚生労働省は、2024年 10月に「マイナ保険証の利用登録解除の運用について」という保険者向けの通知を出し、

10月 28日から医療保険者等向け中間サーバーで保険者からの解除申請の登録を受け付けるので、保険者にも加入

者からの解除申請の受付を開始するよう求めました。皆さんの所属する保険者のホームページに告知が出ているか確認し

てみましょう。 

マイナ保険証の利用登録解除の全体の流れは、次のとおりです。 

(1) 加入者からの利用登録の解除申請の受付（加入者） 

(2) 解除申請者に対する資格確認書の交付（保険者） 

(3) 中間サーバーへの解除申請者の情報の登録（保険者） 

(4) 解除申請者の解除状況の確認（保険者） 

(1)の解除申請の受付は、加入者が申請書を保険者から取り寄せ、書面で保険者に提出します。(2)の資格確認書

の交付は、12月２日以降、利用登録の解除がなされるまでの間に行います。なお、現行の健康保険証は最長で令和７

年 12月１日まで使えるため、保険者は、その有効期限が切れる前に資格確認書を交付すれば良いとされています。会

社の担当者の方は、資格確認書の交付が事業主を通して行われるのかを保険者に確認すると良いでしょう。 

(3)で保険者は、中間サーバーで解除依頼の登録をし、国はその翌月に登録を解除します。(4)で保険者は、月次で各

保険者に通知されるマイナ保険証の利用登録状況を確認します。 

 

【厚生労働省「マイナ保険証の利用登録解除の運用について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001317966.pdf 
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改正育児・介護休業法Ｑ＆Ａが公表されました 

厚生労働省が「令和６年改正育児・介護休業法に関するＱ＆Ａ（令和６年 11月１日時点）」を公表しました。

①全体、②子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、③育児休業等の取得状況の公表義務の拡

大、④介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の４項目について、計 62の問を収録しています。 

 

◆具体的な措置の検討に役立つ 

なかでも、多くの方が悩んでいると考えられる「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」については、

適切な対応をするための助けとなる回答が多く示されています。 

例えば、『Ｑ２－７：…既に事業主が独自に当該措置で２つ以上の制度を導入している場合には、特段、新たな対

応は求められないという理解でよいですか』という問には、既に社内で導入している制度がある場合に当該制度を「柔軟な

働き方を実現するための措置」として選択して講ずることは可能としつつ、職場のニーズを把握するため、過半数労働組合

等から意見を聴取する必要があると回答しています。 

また、『Ｑ２－８②：「始業時刻等の変更」のうち、「始業終業時刻の変更」については、最低何時間以上可能にする

必要があるなど、決まりはありますか』という問には、一律の制限はありませんが、保育所等への送迎の便宜等を考慮して通

常の始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度である必要があるとしています。 

ほかにも、養育両立支援休暇について（Ｑ２－12）や、企業が費用負担する福利厚生サービスのカフェテリアプランに

よるベビーシッター利用補助が措置として認められるか（Ｑ２－17）など、様々な問への回答が示されています。 

 

【厚生労働省「令和６年改正育児・介護休業法に関するＱ＆Ａ（令和６年 11 月１日時点）】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf 
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令和７年４月１日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます 

厚生労働省は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第 14号）の施行に伴う、令和７年４月

１日からの高年齢雇用継続給付の支給率の変更について、リーフレット等を公開しました。 

 

◆高年齢雇用継続給付とは 

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目

的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が 75％未満に低下した状態で働き続ける 60歳以上 65歳未満の一定の雇

用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。 

 

◆対象者 

60歳に達した日（その日時点で被保険者であった期間が５年以上ない方はその期間が５年を満たすこととなった日）

が令和７年４月１日以降の方が、支給率変更の対象となります。 

 

◆支給率 

【令和７年３月 31日以前の方】 

○61％以下➡各月に支払われた賃金額の 15％ 

○各月に支払われた賃金の低下率が 61％超 75％未満➡各月に支払われた賃金の 15％から０％の間で、賃金の低

下率に応じ、賃金と給付額の合算が 75％を超えない範囲で設定される率 

○75％以上➡不支給 

【令和７年４月１日以降の方】 

○64％以下➡各月に支払われた賃金額の 10％ 

○各月に支払われた賃金の低下率が 64％超 75％未満➡各月に支払われた賃金の 10％から０％の間で、賃金の低

下率に応じ、賃金と給付額の合算が 75％を超えない範囲で設定される率 

・75％以上➡不支給 

 

リーフレットには、支給率の早見表なども掲載されています。高年齢雇用継続給付を受給予定の方、申請予定の事業

主の方は、確認しておくとよいでしょう。 

 

【厚生労働省「令和７年４月１日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html 
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助成金を活用してみませんか？ ～事業主のための雇用関係助成金 

 

◆助成金をご存じですか？ 

雇用関係助成金とは、厚生労働省が提供する人材の雇用に関わる助成金です。 
 

労働者の雇用環境を安定させ、雇用の拡大を図るための政策の一環として設けられており、雇用機会の拡大や障害者

雇用、労働者の能力開発といった目的を果たした事業者に対し助成金を支給しています。 
 

◆様々な助成金 

雇用関係助成金には様々な種類のものがあります。 
 

〇新たに労働者を雇い入れる  ➡ 特定求職者雇用開発助成金、他 

〇労働条件の改善を図る   ➡ 働き方改革推進支援助成金、他 

〇労働者の雇用環境の整備を図る  ➡ キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金、 

65歳超雇用推進助成金、障害者介助等助成金、他 

〇仕事と家庭の両立支援等に取組む ➡ 両立支援等助成金、他 

〇労働者の職業能力の向上を図る  ➡ 人材開発支援助成金、他 

 

【厚生労働省「雇用関係助成金検索ツール」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.

html 

要件に当てはまれば各種助成金の支給を受けられる会社様も多いかと思われます。しかし、助成金は上記のように種類

も多いうえ、申請書類作成、添付書類が多く複雑であるため、決断がつかず、実行をためらう会社様もまた、多いかと思わ

れます。 

“申請できそうな助成金はあるのだろうか？”、“そもそも申請できるのだろうか？”、“申請要件が難しくて分からないし、実

務も複雑で大変そう…” 

各々の会社様のお悩みに沿った助成金の制度の有無をお調べし、受給の可能性を検討したうえで各種手続の代行、

申請のサポートをいたします。 

ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 
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1２月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

10日 
 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 
 

31日 
 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 3期＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、住宅借入金等特別控除申告書、 

給与所得者の基礎控除申告書、所得金額調整控除に係る申告書の提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重なる場合は、翌日になります。 

 

 

【当事務所よりひとこと】 
 

12月、早いもので今年もあと１か月となってしまいました。年末にかけて皆さま慌ただしい日々となるのではないでしょうか。 
 

12月の事務所だよりをお届けします。「マイナ保険証の利用登録の解除について」、「改正育児・介護休業法Ｑ＆Ａについ 

て」、「令和７年４月１日からの高年齢雇用継続給付の支給率変更について」、「助成金について」です。       

お読みいただけますと幸いにございます。 
 

皆さまのお役に立つことができますよう尽力してまいる所存です。 

引き続き今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。 

少し早いのですが、皆さまよいお年をお迎えください。 
 

 


